
 

 

2024 年 12 月 27 日 

各 位 

大 阪 市 中 央 区 瓦 町 三 丁 目 5 番 7 号 

株 式 会 社 ア ド バ ン ス ク リ エ イ ト 

代 表 取 締 役 社 長  濱 田  佳 治 

（ コ ー ド 番 号 ： 8 7 9 8  東 証 プ ラ イ ム 、 福 証 、 札 証 ） 

（ 連 絡 先 ） 取 締 役  コ ー ポ レ ー ト 本 部 長  岡 田  俊 哉  

電話 06-6204-1193 

 

第 29 期（2024 年 9 月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る 

承認申請書提出のお知らせ 

 

 当社は、2024 年 12 月 27 日、取締役会の書面決議において、企業内容等の開示に関する内閣府令第

15 条の 2 第 1 項に規定する有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書を近畿財務局へ提出する

ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．対象となる有価証券報告書 

 第 29 期（2024 年 9 月期）有価証券報告書（自 2023 年 10 月 1 日 至 2024 年 9 月 30 日） 

 

２．延長前の提出期限 

 2025 年 1 月 6 日 

 

３．延長が承認された場合の提出期限 

 2025 年 2 月 28 日 

 

４．提出期限の延長を必要とする理由 

 当社は、2024 年 8 月 9 日付「2024 年 9 月期 第 3 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」、2024 年 10

月 8 日付｢調査委員会の調査報告書に関するお知らせと再発防止の取り組みについて｣及び 2024 年 10

月 16日付｢2024年 9月期通期業績予想の下方修正の可能性に関するお知らせ｣にてお知らせいたしまし

たとおり、当社の会計監査人である桜橋監査法人より、PV 計算の結果の一部について実態との乖離が

見られるとの指摘を受け、是正すべき PV 計算の実態との乖離額の算定作業を行っております。 

 この乖離について、2024 年 10 月 30 日付「2024 年 9 月期決算発表の延期及び過年度決算訂正に関す

るお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、過年度決算の訂正を行うことで是正することが適切で

あると判断し、2024 年 9 月期決算発表を延期することといたしました。 

 当社は、過年度決算の訂正に伴う金額の確定作業を鋭意進めており、PV 計算の再計算作業及び PV 計

算の基礎となる個別の保険契約に係る代理店手数料のサンプルチェック等を実施してまいりました。し

かしながら、過年度決算の訂正及び 2024 年 9 月期決算の策定には更に相応の時間を要することが見込

まれており、当社による PV 計算の再計算及びサンプルチェック等に対する監査法人の追加の監査手続

も必要となるため、2024 年 9 月期の有価証券報告書の提出期限（2025 年 1 月 6 日）までに監査報告書



を受領することができない見込みです。 

 以上から、当社は、2024 年 9 月期の有価証券報告書の提出期限（2025 年 1 月 6 日）までに有価証券

報告書の提出ができないとの判断に至り、提出期限の延長申請を行うことといたしました。 

 

５．今後の見通し 

 今回の有価証券報告書の提出期限延長に係る申請が承認された場合には、速やかに開示いたします。

株主をはじめ投資家の皆様、関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、深

くお詫び申し上げます。 

以 上 


